
 

車庫 太郎 

18   4  15 車
庫 

車庫 太郎 
シャコ タロウ 

590-0141 
大阪府堺市桃山台○丁○番○号 

072-×××-△△△△ 

5     10 

590-0132 
大阪府堺市原山台○丁○番○号 

保管 賃之介 
072-×××-△△△△ 

賃貸人 

レ 
レ 
レ 

レ 

名義変更などに必要な車庫

証明の有効期限は、一ヶ月

です。 

新車で車台番号が分からない場合は、

車庫証明受領までにお知らせ下さい。

（※ 車検証が添付できない場合） 

（※ この依頼書と一緒に添付していただく書類をチェックしてください。） 
← 必須 

← 必須 新車で添付できない場合は、上の“新車の場合”に記入 
← 必須 

← 自己所有の車庫の場合、必要 
← 賃貸、家族所有の車庫の場合、必要  

← 使用承諾証明書を不動産屋さんやオーナーに書いてもらえない場合 

申請者の自宅と使用の本拠が異なる場合、その使用の位置を証明するものが必要です。 

公共料金の請求書や、住民票の写し、使用の本拠宛の郵便物など 


